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第２章 計画策定の背景 

１ 教育の情報化に関する政府全体の主な施策・提言等 

（１）第３期教育振興基本計画（平成 30 年６月 15 日閣議決定） 

教育振興基本計画は、教育基本法に示された理念の実現と、我が国の教育振興に

関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、同法第 17 条第 1 項に基づき、政

府として策定する計画であり、平成 30 年６月 15 日付で第 3 期の教育振興基本計

画が閣議決定されました。同計画における「今後５年間の教育政策の目標と施策群」

において、教育の情報化に関する施策などを推進することとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標（１７）ＩＣＴ利活用のための基盤の整備 
 
初等中等教育段階について 
① 必要な情報を収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏ま

えて発信・伝達できる能力（情報活用能力）の育成及びこれを支えるＩＣＴ
の基本的な操作スキルの習得 

② 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に向けた各教科等の指導
におけるＩＣＴ活用の促進 

③ 校務のＩＣＴ化による教職員の業務負担軽減及び教育の質の向上 
④ それらを実現するための基盤となる学校のＩＣＴ環境整備の促進 
 
（測定指標） 
 ・教師のＩＣＴ活用指導力の改善 
 ・学習者用コンピュータを３クラスに１クラス分程度 
 ・普通教室における無線 LAN の 100％整備 
 ・超高速インターネットの 100％整備 

教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画 
 
●目標水準 
① 学習者用コンピュータ：３クラスに１クラス分程度整備 
② 指導者用コンピュータ：授業を担任する教師一人一台 
③ 大型提示装置・実物投影機：100％整備 
④ 超高速インターネット及び無線 LAN：100％整備 
⑤ 統合型校務支援システム：100％整備 
⑥ ＩＣＴ支援員：４校に一人配置 
⑦ 上記のほか、学習用ツール、予備用学習用コンピュータ、充電保管庫、 

学習用サーバ、校務用サーバ、校務系コンピュータやセキュリティに関する 
ソフトウェアについても整備 
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（２）経済財政運営と改革の基本方針 2019～「令和」新時代：「Society5.0」への

挑戦～（令和元年６月 21 日閣議決定） 

令和元年６月、令和の時代の新しい日本の在り方、Society5.0 への挑戦を前面

に据えた「経済財政運営と改革の基本方針」いわゆる「骨太の方針」が取りまとめ

られました。同方針において、「Society5.0 時代にふさわしい仕組みづくり」とし

て、「初等中等教育改革等」において、遠隔教育等の教育の情報化の推進、学校の

ＩＣＴ環境整備、教育データのデジタル化・標準化等の施策を推進することとさ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年６月） 

 令和元年６月、「学校教育の情報化に関する法律」が成立し、公布・施行されまし

た。同法は、学校教育の情報化の推進に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明

らかにすること等により、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、もって次代の社会を担う児童・生徒の育成に資することを目的として

います。 

同法においては、学校教育の情報化の推進に関し、国、地方公共団体、学校の設

置者それぞれの責務を示すとともに、文部科学大臣に、学校教育の情報化の推進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための「学校教育情報化推進計画」を

図１：経済財政運営と改革の基本方針 2019～「令和」新時代：「Society5.0」への挑戦～ 概要 
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定めることを義務付けており、また、都道府県及び市町村に対して各団体の区域に

おける学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画を定める努力義務を

課しています。 

また、学校教育の情報化の推進に関する施策として、「デジタル教材等の開発及

び普及の推進」等を挙げ、国が必要な措置を講ずることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２：学校教育の情報化の推進に関する法律 概要 
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（４）安心と成長の未来を拓く総合経済対策（令和元年 12 月５日閣議決定） 

令和元年 12 月５日に閣議決定した「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」に

おいて、「初等中等教育において、society5.０という新たな時代を担う人材の教育

や、特別な支援を必要とするなどの多様な子供たちを誰一人取り残すことのない一

人一人に応じた個別最適化学習にふさわしい環境を速やかに整備するため、学校に

おける高速大容量のネットワーク環境（校内 LAN）の整備を推進するとともに、特

に、義務教育段階において、令和５年度までに、全学年の児童生徒一人一人がそれ

ぞれ端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指すこととし、事業を実施する

地方公共団体に対し、国として継続的に財源を確保し、必要な支援を講ずることと

する。あわせて、教育人材や教育内容といったソフト面でも対応を行う」ことと示

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３：安心と成長の未来を拓く総合経済対策 ＜施策例＞ （内閣府） 
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２ 教育の情報化に関する文部科学省の報告等 

（１）新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）（令和元年６月） 

文部科学省では、平成 30 年 11 月に公表した「新時代の学びを支える先端技術

のフル活用に向けて～柴山・学びの革新プラン～」を受け、「新時代の学びを支え

る先端技術活用推進方策(最終まとめ)」を令和元年６月に取りまとめています。 

このまとめには、「ＩＣＴを基盤とした最適な先端技術・教育ビッグデータ」を

効果的に活用することで、子どもたちの力を最大限引き出し、「多様な子供たちを

誰一人取り残すことのない、公正で個別最適化された学び」を実現するため、目指

すべき次世代の学校・教育現場を具体的に提示し、その現状と課題が整理されてお

ります。その上で、ＩＣＴを基盤とした先端技術の効果的な活用に関する基本的考

え方の提示、諸外国の分析等を踏まえつつ、教育ビッグデータの利活用に受けた取

組の推進、クラウドや「SINET」の活用、具体的な整備モデルの提示等による安価

で使いやすいＩＣＴ環境整備の促進といった今後の取組方策を打ち出しておりま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４：【概要】新時代の学びを支える先端技術活用方策（最終まとめ） 
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図５：【概要】新時代の学びを支える先端技術活用方策（最終まとめ） 

図６：【概要】新時代の学びを支える先端技術活用方策（最終まとめ） 
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（２）新しい時代の初等中等教育の在り方 論点取りまとめ（令和元年 12 月） 

令和元年 12 月 26 日、中央教育審議会初等中等教育分科会から「新しい時代の

初等中等教育の在り方 論点取りまとめ」が公表されました。 

新しい時代を見据えた学校教育の（2020 年代を通じて実現を目指すイメージ）

として、子どもの学びについて、「多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、

個別最適化された学びが実現」すること、子どもの学びを支える環境として、「全

国津々浦々の学校において質の高い教育活動を実施可能とする環境が整備」されて

いることが挙げられています。 

ＩＣＴや先端技術の効果的な活用には、教師を支援するツールとしてのＩＣＴ環

境や先端技術が不可欠です。しかし、現状の情報化の致命的な遅延や地域間格差は、

学習環境・職場環境として問題があり、教育の機会均等という観点からも令和の学

校のスタンダードの実現に向け、ソフト・ハード一体で国の取組を早急に進めるべ

きと提言されました。 

ハード面では、国家プロジェクトとしての学校ＩＣＴ環境整備の抜本的充実が必

要であり、児童・生徒一人一台コンピュータを実現し、通信ネットワーク環境、ク

ラウド活用もセットで推進することが示されています。 

また、ソフト面では、デジタル教科書・教材などの先端技術の活用により知識・

技能の定着に係る授業時間を短縮し、探究的な学習などに時間をかけることが可能

となります。 

これらの取組と併せて、今後、教師の在り方や果たすべき役割、指導体制の在り

方、ＩＣＴ活用指導力の向上方策はどうあるべきかなど、令和 2 年度内を目途に方

向性を示すこと、先端技術の活用等を踏まえた年間授業時数や標準的な授業時間等

の在り方、学年を超えた学びについてどう考えるかなどを早急に検討すること、デ

ジタル教科書の今後の在り方等について新学習指導要領実施後の改訂教科書の使

用開始の時期（小学校は令和６年度、中学校は令和７年度）等も見据えつつ、令和

２年度内を目途に方向性を示すことなどが示されています。 

 

（３）教育課程部会における審議のまとめ （令和３年１月） 

中央教育審議会の初等中等教育分科会から、令和３年１月 25 日に「教育課程部

会における審議のまとめ」が公表されました。 

Society5.0 時代の到来を見据え、ＩＣＴを活用した個別最適な学びと協働的な

学びの一体的な充実が強調されています。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による臨時休業の長期化により、多

様な子ども一人一人が自律した学習者として学び続けていけるようになっている
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か、という点が改めて焦点化されたことも踏まえ、子どもがＩＣＴも活用しながら

自ら学習を調整しながら学んでいくことができるよう「個に応じた指導」を充実す

ることの必要性が述べられています。 

ＩＣＴの活用については、ＩＣＴは学校教育に必要不可欠なものであり、一人一

台の端末環境を生かし、端末を日常的に活用していく必要があること、ＩＣＴの活

用は知識の習得のみならず、児童・生徒の探究や表現、学習内容の他の児童・生徒

との共有など、「協働的な学び」や学びの振り返りを行う際の有効な手段にもなる

こと、ＩＣＴを利用して空間的・時間的制約を緩和することにより、他の学校・地

域や海外との交流なども含め、今までできなかった学習活動も可能となることなど

が示されています。 

一人一台の端末環境を生かし、端末を日常的に活用することで、ＩＣＴの活用が

特別なことではなく「当たり前」のこととなるようにするとともに、ＩＣＴにより

現実の社会で行われているような方法で児童・生徒も学ぶなど、学校教育を現代化

することが必要であること、子どもたち自身がＩＣＴを「文房具」として自由な発

想で活用できるよう環境を整え、授業をデザインしていくことが述べられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７：教育課程部会における審議のまとめ（中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会） 
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（４）「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き

出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現～（答申）（令和３年１月 26 日） 

中央教育審議会から、令和３年１月 26 日に「『令和の日本型学校教育』の構築を

目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの

実現～（答申）」が公表されました。 

ポストコロナ時代の新しい学びのポイントを示す、幼児教育から特別支援教育な

どまでを含む幅広い提案となっています。 

予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力

の育成に向け、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させ、新学習

指導要領が目指している「主体的・対話的で深い学び」の実現につなげるという、

「令和の日本型学校教育」の理念が打ち出されています。 

ＩＣＴ活用に関しては、学校教育に「不可欠」と位置付け、ＩＣＴを「文房具」

として自由な発想で活用できるようにし、授業改善に生かすことや、学習履歴（ス

タディ・ログ）など教育データを活用した個別最適な学びの充実、学校の授業時間

内で、対面指導に加え、遠隔授業やオンデマンドの動画教材などを取り入れた授業

モデルの展開などを挙げています。また、不登校児童・生徒や障害のある児童・生

徒、日本語指導が必要な児童・生徒を支援するために、ＩＣＴを活用することも求

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図８：「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの

実現～（答申） （中央教育審議会） 
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３ 国の整備目標値 

文部科学省は、平成 29 年 12 月に「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計

画」を公表し、具体的な整備目標を示しています。また、平成 30 年６月に「第 3

期教育振興基本計画」を公表し（３頁参照）、目標の一つに、「ＩＣＴ利活用のため

の基盤の整備」を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、令和元年度補正予算において、児童・生徒向けの一人一台端末と、高速

大容量の通信ネットワークを一体的に整備するための経費が盛り込まれ、GIGA ス

クール構想を進めていくこととなりました。さらに、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大を踏まえて編成された令和２年度第１次補正予算では、GIGA スクール構

想の加速のための予算が計上されました。 

これらにより、令和時代における学校の「スタンダード」として、小学校から高

等学校において、学校における高速大容量のネットワーク環境（校内 LAN）の整備

を推進するとともに、令和２年度中までに義務教育段階の全学年の児童・生徒一人

一台端末環境の整備を目指し、家庭への持ち帰りを含めて十分に活用できる環境の

整備を図ることとなりました。 

この GIGA スクール構想の実現により、災害や感染症の発生等による学校の臨時

休業等の緊急時においても不安なく学習が継続できることを目指すとともに、これ

までの実践とＩＣＴの活用を適切に組み合わせていくことで、これからの学校教育

図９：学校におけるＩＣＴ環境の整備について（教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画） （文部科学省） 
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を大きく変化させ、様々な課題を解決し、学びの質を向上させることが期待されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10：ＧＩＧＡスクール構想の実現（令和元年度補正予算・令和２年度第一次補正予算を合わせた全体像） （文部科学省） 


